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午前９時５９分 開会 

○熊谷動物衛生課長 皆さん、おはようございます。それでは定刻となりましたので、た

だいまから、食料・農業・農村政策審議会第40回家畜衛生部会及び第52回牛豚等疾病小委

員会の合同会議を開催いたします。 

 委員の皆様におかれましては、本日はご多忙中にもかかわらずお集まりいただき、まこ

とにありがとうございます。 

 私は、本合同会議の事務局を担当します動物衛生課長の熊谷でございます。よろしくお

願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして、消費・安全局長の新井からご挨拶申し上げます。 

○新井局長 皆様、おはようございます。朝早くからお集まりいただきありがとうござい

ました。 

 本日、第40回の家畜衛生部会と、それから52回の牛豚等疾病小委員会の合同会議という

ことでございまして、委員の方々に広くお集まりをいただきました。 

 本日の議事は３つでございまして、いずれも大変重要なものでございます。 

 まず１つ目が、飼養衛生管理基準の見直しということでございます。一昨年来からのＣ

ＳＦの発生に伴いまして、今回、豚とイノシシを先行して議論いただいておりますけれど

も、やはり農場にウイルスを入れないために、どのようにしていけばいいのかということ

で、この小委員会で非常に活発なご議論を賜りました。それ以前、小委員会に出す前に私

どもが考えましたものは、何回かにわたっていただいております疫学小委員会の結果、そ

れから、農家の方々にどのように守っていただけるか、そういう観点から、今までの飼養

衛生管理の基準を立体的なものにしたいというのが私どもの思いでした。そういう点で、

バイオセキュリティーということでございますので、ハザードマップをどうやってつくっ

ていくかということと、基本的にウイルスなり細菌を入れないというＨＡＣＣＰの考え方、

どこで何をポイントにするのがいいだろうかということで、めりはりをつけた飼養衛生管

理の基準にしたいということで、事務方として案をつくらせていただいたところでござい

ます。 

 この小委員会、それから、昨年から行っておりましたパブリックコメントの結果もいた

だきました。そういう意味で、今回、最終的にご議論いただきましてできる飼養衛生管理

基準は、今までのいろいろな各種の通達でありますとか、各種の経験を全て織り込んだも

の、そういう形にして、これから施行に向けて取り組んでいきたいというふうに思ってい
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るところでございます。本日最後のご議論を賜りたいと思っております。 

 それから、２番目は、ロシア連邦のトゥーラ州及びブリャンスク州における高病原性鳥

インフルエンザの清浄性の認定ということでございます。これにつきましても、これまで

家きん疾病小委員会においてご審議いただいた結果をご報告いただきまして、ご議論の結

果、答申をいただきたいというふうに考えております。 

 ３番目が、豚コレラ及びアフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病の防疫指針でござい

ます。昨日、国会におきまして、議員立法によりまして家畜伝染病予防法の一部を改正す

る法律が成立をいたしました。その中で、アフリカ豚コレラ、名称も同時にアフリカ豚熱

ということになりますけれども、それにつきましての予防的殺処分ができる。加えまして、

野生イノシシでＡＳＦが発生したときも予防的殺処分ができるということになりました。

それに伴いまして、正式な答申は法律が公布されてからということでございますけれども、

本日、それに先立ちまして、防疫指針の考え方、内容につきましてご議論を賜りたいとい

うふうに思っているところでございます。 

 アジアの中でも台湾と日本が残された、ＡＳＦが白い国というか、発生していない国と

いうことでございまして、水際、それから農場周辺も含めまして最大限の防御をしていく

ためにどうすればいいのかということで、本日の課題は特に重要だと思っております。先

生方のご経験を踏まえまして、活発なご議論をいただきまして、最終的に答申なり考え方

をまとめていただき、これから私どもはそれを踏まえて実践の方向にしっかり歩んでいき

たいと考えておりますので、本日はよろしくお願いいたします。 

○熊谷動物衛生課長 ありがとうございました。 

 本日は、家畜衛生部会の委員数19名に対し16名、牛豚等疾病小委員会の委員数10名に対

し８名にご出席いただいております。食料・農業・農村政策新議会令第８条第１項の規定

により、定足数を満たしていることをご報告申し上げます。 

 また、事務局は、新井局長を初め11名の職員が参加させていただいております。よろし

くお願いいたします。 

 なお、本日の予定でございますけれども、12時を目途の会議進行をしていきたいという

ふうに考えてございます。 

 恐れ入りますけれども、カメラはご退出いただければと思っております。よろしくお願

いいたします。 

 本日使用する資料は、資料１～３及び参考資料１～６でございます。資料が不足してい
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る、あるいは落丁等ございましたら、審議、あるいは会議の途中であっても、お近くの職

員のほうにお申しつけいただければと思っております。 

 次に、本日の会議の進め方についてご説明いたします。 

 まず、議事の（１）として飼養衛生管理基準の見直しについて及び議事の（２）として

ロシア連邦トゥーラ州及びブリャンスク州における高病原性鳥インフルエンザの清浄性認

定について、ご議論をいただきまして答申をいただきたいと考えております。その後、議

事の（３）としまして、豚コレラ、これから豚熱となりますけれども、今日はこういう旧

称で紹介させていただきますけれども、豚コレラ、アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝

染病防疫指針について、諮問及び答申に必要な議論を行っていただきたいと思っておりま

す。 

 このことにつきまして、若干ご説明させていただきます。昨日の30日、先ほど局長から

ご挨拶があったとおりでございますけれども、議員立法において家畜伝染病予防法の一部

を改正する法律が成立してございます。これに合わせまして、豚コレラ及びアフリカ豚コ

レラに関する特定家畜伝染病防疫指針も変更する必要があります。ただし、正式な本審議

会の諮問は法律の公布を待つ必要がございますので、それを待ってからの諮問、答申です

と、法律の施行と指針の施行に時間的なすき間が生じてしまいますので、本日、部会と、

また牛豚等疾病小委員会の委員の皆様にお集まりいただきまして、正式な諮問に先立つ形

で改正案について議論をいただきたいと思ってございます。後日、正式な諮問に基づく答

申をいただくという予定にしてございます。 

 それでは、これより議事に入りたいと思っております。ここからの議事進行につきまし

ては、松尾部会長にお願い申し上げたいと思います。松尾部会長、よろしくお願いいたし

ます。 

○松尾部会長 皆さん、おはようございます。松尾です。本日もよろしくお願いしたいと

思います。 

 それでは、議事（１）、飼養衛生管理基準の見直しについて、まずは事務局から説明を

お願いします。 

○山野室長 動物衛生課の山野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料に基づきまして、飼養衛生管理基準の改正につきましてご説明させてい

ただきます。 

 飼養衛生管理基準の見直しにつきましては、昨年の10月３日に本部会におきまして諮問
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がなされまして、その後、牛豚等疾病小委員会のほうで議論をされました。11月21日と12

月４日にそれぞれ小委員会を開かせていただきまして、その時点で牛豚等疾病小委員会の

ほうの議論の結果としての改正案が提示されたということでございます。 

 資料１－１をご覧ください。飼養衛生管理基準の改正概要でございます。 

 １つ目は、生産者及び関係者から、飼養衛生管理基準につきまして各項目の意義がわか

らないというような声がございまして、取り組みの目的ごとに体系を見直しております。

Ⅰ～Ⅳに体系化しているということでございます。 

 また、それぞれの体系について、対象とする感染源の種類ごとに項目を分類しておりま

す。１つは家畜防疫に関する基本的な事項、２つ目は衛生管理区域への病原体の侵入防止、

３つ目が衛生管理区域の衛生状態の確保、４つ目は衛生管理区域からの病原体の散逸予防

というようなことでございまして、それを、先ほど局長のほうからありましたように立体

的にということでございますが、体系化した中で、さらに感染源の種類、あるいはハザー

ドマップということで、それぞれの飼養現場での場所での対策というふうなことが目に見

えるような形で具体的に規定をしていったということでございます。 

 ２つ目でございますが、家畜衛生部会委員や関係者から提起された論点を踏まえて、１

つ目、「家畜防疫に関する基本的事項」において、家畜の所有者の責務、あるいは飼養衛

生管理マニュアルの作成など、本基準を現場で徹底するための取り組みを規定し、また、

３つ目でございますが、具体的な防疫措置を定めるⅡ～Ⅳの内容については、国内でのＣ

ＳＦの発生やＡＳＦの侵入リスク増加への対応として、これまでの基準に加えて追加的に

推進してきました飼養衛生管理基準の手引であるとか各種通知ということ、そういったも

の、指導内容について反映したということでございます。一昨年来のＣＳＦの発生状況な

どで通知等で指導してきたものについても、網羅的にこの中に入れ込んだということでご

ざいます。 

 主な改正については、４番でございますけれども、それにちょっと補足する形で、参考

資料でございます。参考資料の２をご覧いただければと思います。 

 参考資料２が、昨年の家畜衛生、本部会での論点、それから２回開きました牛豚等疾病

小委員会でのご意見、それと、それに対する対応ということを整理した紙でございます。 

 対応方向をご覧いただければということでございますが、参考資料の２の１でございま

す。飼養衛生管理に関することということで、（１）番、韓国でのアフリカ豚コレラ発生

については、国内で発生したと同等の危機意識を持つべきという論点が部会のほうでござ
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いまして、そういったことにつきましては、対応をご覧いただければ、基準のほうでは家

畜所有者の責務規定と発生リスクの高まりを受けた追加措置への準備を記載ということで、

この「（１，７）」というのは、それぞれ資料１－２の改正案、資料見直し案のそれぞれ

項目が書かれております。１から順番に書いてありますけれども、その項目を指し示して

おりますが、そういったところ、１と７にこういったものを記載しております。 

 （２）が、豚は飼養衛生管理が複雑なため、ハード面だけでなくソフト面の対策が重要

ということでございまして、それにつきましては、基準のほうでソフト面を明確化すると

いうことで、マニュアルの作成などについて規定をしております。例えば飼養衛生管理基

準の３番の項目になるわけですけれども、３番では、飼養衛生管理マニュアルの作成と従

事者等への周知徹底というようなことで規定をさせていただいております。 

 また、（３）のところで、ソフト面での穴を埋めるために従業員教育の徹底が必要とい

う論点がございました。それにつきましては、基準によりマニュアル作成や従業員への周

知徹底・強化ということで、先ほどご紹介したところにも従業員の周知徹底ということを

基準に盛り込んでおります。 

 また、４つ目でございますけれども、ＩＴ等を活用した衛生管理の評価制度など、農家

がみずから利用できる自己点検の仕組みを参考として工夫すべきであるということで、こ

こにつきましては、基準というよりも、その後、基準をどういうふうに利用して守ってい

くのかということでございますが、自己点検の仕組みを、自己点検ツールについて今後検

討していきたいというふうに考えているところでございます。 

 ５つ目については、自衛防疫など地域全体で衛生管理の意識を高め、養豚農家同士が最

新の飼養衛生管理に関する情報を入手できる情報交換の場が必要ということで、これにつ

いては、今までもいろいろ研修会を行ってきているということでございますけれども、さ

らに優良事例の発表会、あるいはセミナー、あるいは講習会といったようなことを積極的

に開催をしていこうということでございます。 

 ２つ目で、飼養衛生管理の基準に関することということでございますが、（１）で、飼

養衛生管理基準は何を遵守すべきか明らかにするため、細部まで明示することが必要であ

るということでございます。ここにつきましては、各飼養衛生管理基準の各項目でできる

だけ具体的に書けるようにということで、具体的な取り組み内容を追記しているというふ

うにございます。 

 また、現場でわかりやすく周知できるようにということで、パンフレットや動画など、
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具体的な周知をしていきたいということでございます。また、指導する側にとっても、指

導者向けの手引なども作成、今既にあるものがございますが、それを改訂するなどして指

導にも役立てていただこうということで考えてございます。 

 また、（２）でございますが、飼料会社やと畜場等関連業者の衛生管理対策が重要であ

るということで、飼養衛生管理基準に書き込むことができないかということです。飼養衛

生管理基準そのものにつきましては、飼養管理者、飼養する者の基準でございますので、

直接的に書けない部分もございますので、生産者から関連業者への働きかけということを

記載するような形、また、ステッカーなどのツールを使って関連事業者に周知できるよう

な検討をしております。また、直接関係業者に関する責務だとか、そういったことにつき

ましては、この飼養衛生管理基準とは別にというか、家畜伝染病予防法の改正なども今検

討しているわけでございますので、そちらのほうでも規定していこうというようなことで

ございます。 

 （３）でございますけれども、ここはハザードを決め、リスクを分析してリスクに応じ

たバイオセキュリティーとする。それから、発生地域や非発生地域などの基準について同

等でいいのかどうかの検討。また、飼養衛生管理基準自体は平時における対応を基本とす

べきなんではないかというような論点がございました。そこにつきましては、対応といた

しまして、基準に発生リスクの高まり、これは具体的には野生イノシシの浸潤状況とか、

そういったことによるリスクの高まりに応じた追加措置ということで、そういった高まっ

ている場合には上積みしてお願いするというようなことを基準として追記させていただい

ております。 

 （４）でございますが、養豚場の規模の大小に応じた規制とすることが適当かよく検討

すべきということでございます。大規模での通報体制などにつきましては、やはりそのま

ま大規模要件を継続するということでございますけれども、消毒などの防疫措置であると

か、あるいはかかりつけ獣医師の健康管理指導などについては差を設けないようにという

ような形で整理をさせていただいております。 

 飼養衛生管理基準が細かくハードルが高いので、現場で十分に理解されていないのでは

ないかというご指摘がございましたので、そういったところにつきましては、先ほどあり

ましたようにマニュアルの例を示したり、あるいはパンフレット等で具体的に周知をして

いきたい。また、指導者が細かく指導ができるような形に手引を改訂していきたいという

ことでございます。 
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 それから、ＣＳＦの発生農場の調査が、農家の穴を探すことが目的にように見えるとい

うことで、疫学調査結果の伝え方について配慮し、本来の活用目的が伝わるよう工夫すべ

きというようなご意見がございました。各種通知を発出するときに、しっかりと考え方を

明示しながら、具体的なことで理解醸成を図りたいというふうに考えております。 

 ３番、飼養衛生管理基準の遵守徹底のあり方ということでございますが、（１）は、生

産者が主体的に高い意識を持って取り組めるようにすることが大事であろうということで、

これについては責務規定などを記載するということで対応しております。 

 また、（２）でございます。放牧を推奨しているという中で、ウイルスの侵入防止とい

うところと政策の整合性を整理すべきだろうということでございますが、ここで、やはり

野生イノシシのリスクということを考えたときには、どうしても放牧を制限せざるを得な

い局面というのは出てくるということで、放牧制限に適用できる、対応できるように、準

備措置ということをお願いするということで追加をしているということでございます。 

 （３）でございますけれども、飼養衛生管理基準の実効性を担保するためには、家畜防

疫員が不足しているのではないかということでございます。そこの部分につきましては、

各都道府県での防疫員の確保を推進していただくということでございますけれども、さら

に産業動物獣医師全体の確保の議論ということも必要だろうということでございます。飼

養衛生管理基準の推進という観点からいえば、教材であるとか自己点検の取り組みという

ような形で、できるだけ効率的な指導ができるような形で行っていきたいというふうに考

えておるところでございます。 

 すみません。今ご説明しているのは参考資料２でございます。その４ページの（４）で

ございますけれども、飼養衛生管理基準を農場従業員一人一人が理解できるようにかみ砕

いたツールをつくり、また段階的に体験させるなど末端まで行き届かせる仕組みが重要で

あるということでございます。先ほど来ご紹介していますように、動画の発信であるとか

教材作成等の検討ということをしていきたいというふうに考えております。 

 （５）でございますが、農家が発生予防のためにどのような対策をすればよいか容易に

理解できるような伝え方を工夫したほうがいいということで、実際に基準の運用のところ

では、やはり周知が大事だということで、そこにつきましては具体的に周知していきたい

というふうに考えております。 

 ５ページ目でございます。 

 最後、５番目でございますけれども、小委員会のほうでその他の議論ということでござ
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いますが、食品循環資源を原料に利用する際の取り扱い基準ということでございます。Ｃ

ＳＦの国内発生、またＡＳＦの近隣諸国での蔓延の状況ということを踏まえまして、食品

循環資源を介した伝染病の感染拡大リスクの増加への対応ということでございまして、い

わゆる残飯、あるいは厨芥残渣、こういったものの加熱処理の基準につきまして、現行の

基準を加熱処理の国際基準と同等の水準まで引き上げることということにつきまして、小

委員会での議論が行われております。結論といたしましては、国際基準の90℃、60分間以

上の加熱処理、または同等以上の処理条件での加熱処理ということを採用するということ

で、肉を扱う事業所から出てくるような食品残渣につきましては、この加熱処理基準を満

たすような形で運用すべきであるというようなご意見でございました。 

 この食品残渣のご議論につきましては、参考資料の３の第50回農業資材審議会飼料分科

会ということでございますが、「食品残さ利用飼料（エコフィード）等に関する規格・基

準の設定について」ということで、飼養衛生管理基準の改正とあわせまして、こちらのほ

うは飼料安全法の省令改正のほうでも同様の改正をするという議論が行われているという

ことをご紹介させていただきたいと思います。 

 資料１－１にお戻りいただければと思いますが、改正の主な項目というのは、今ご紹介

したとおりの事柄がございまして、それぞれ、例えば資料１－１の１ページ目、一番下の

４番の（１）の所有者の責務の新設であるとか、あるいは（２）のマニュアルの作成、ま

た、野生動物での発生リスクの高まりに応じた追加措置の新設というようなこと、それか

ら、２ページ目の（８）でございますけれども、肉を扱う事業所等から排出される食品残

渣の飼料利用時における処理と管理の方法の改正と、こういったことを規定させていただ

いております。細かな規定ぶりにつきましては、資料１－２のほうをご覧いただければと

思います。 

 ５つ目でございますが、５ですね。資料１－１の５番目でございます。本部会の答申後、

改正の手続を経まして、本年２月ごろに基準を公布しまして、一定の周知期間を設けて施

行したいというふうに考えております。また、本基準施行後、一部の取り組み、ここに括

弧で書いていますけれども、防護柵や防鳥ネットの設置につきましては11月、また食品循

環資源の飼料利用に係る加熱処理の条件であるとか、あるいはマニュアルの作成や放牧制

限の準備措置については来年の４月を施行予定という形で、一定の猶予期間を設けての施

行ということとしたいというふうに考えておるところでございます。 

 私からの説明は以上となります。 
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○松尾部会長 ありがとうございました。 

 引き続き、牛豚等疾病小委員会における審議結果について、同委員会を代表して津田委

員長からご報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○津田委員 津田でございます。 

 私のほうから、牛豚等疾病小委員会での議論について簡単にご報告したいと思います。 

 牛豚等疾病小委員会では、11月21日の第43回でまず検討いたしました。ここでは、一番

大きい事項となりましては、この飼養衛生管理基準を生産者にいかに遵守してもらうかと

いうことの工夫等について議論いたしました。具体的には、詳細まで記載し、守るべき水

準を明確化した上で、生産者にとって理解しやすく受け入れやすいような形にしたほうが

いいんじゃないか。簡易版や手引書等が作成されるといいという話もありました。それか

ら、基準の遵守徹底のために従業員の教育訓練の義務化、あるいは動画による講習の受講

履歴がわかるような仕組みも必要である。さらに、家畜保健衛生所の指導用の手引を詳細

を示すべきと、そういった議論がございました。 

 それから、各項目の内容についてでございますけれども、飼養規模にかかわらず、かか

りつけの獣医師を確保すべきという話もありましたし、さらに、そういった管理獣医師が

基準の遵守状況を確認して家畜保健衛生所に報告するような取り組みというのも規定した

らいいんじゃないか。それから、野生イノシシとの接触リスクの高い放牧等の対策として

は、二重柵を設置すること等、あるいは今回のＣＳＦの発生で、いくつかありましたけれ

ども、公道、道によって分断された農場などで管理区域が適切に設定できるような具体策

を示したほうがいいとか、あるいは、病原体を持ち込むリスクが高いために、猫等の愛玩

動物の管理区域の飼養禁止について言及すべきと、そういった議論もございました。また、

洗浄・消毒について、何をすることが有効であるのかをよりわかりやすく明示すべきであ

るというような意見等もありました。 

 こういった意見を踏まえまして、12月４日の第44回の牛豚等疾病小委員会では、生産者

が作成すべきマニュアルというもので、例えば遵守事項等について具体的な整理が必要で

あるとか、それから、消毒方法を反映させたマニュアルが必要であるとか、それから、統

一的なＳＯＰや重要な危害ポイント等、マニュアルの標準例を国が示した上で、それを参

考に各農場が実情に合わせてマニュアルを作成すればいいというような議論がありました。 

 それから、消毒方法の重要なポイントにつきましては、この飼養衛生管理基準とあわせ

て、視覚的な、あるいは動画を使ったような普及・啓蒙用の資料をつくればいいというよ
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うな議論がありました。 

 また、獣医師による指導の全頭数規模への適用拡大につきましては、これは日本が養豚

先進国となるためには必要な取り組みであろうということから、やっぱり獣医師の各農場

における指導が必要であろうと。ただ、指導できる獣医師が足りるかどうかが懸念されま

すし、あるいは、地域によっては獣医師も不足するということがありますので、そういっ

たものについてはどうするかという議論もありました。それから、獣医師による農家向け

の研修会を開いて、そこで相談・指導を受けるようなことで、ある程度獣医師数の足りな

さをカバーできるんではないかという議論もございましたし、それから、現在の民間の獣

医師だけでは対応し切れないために、家畜保健衛生所やＮＯＳＡＩの獣医師の方も、こう

いったマニュアル作成や農場指導が担えるようにすべきであるというような議論もありま

した。 

 いずれにしましても、牛・鶏まで含めてきますと、獣医師が足りるか、あるいは獣医師

がどこまで担うかということになってきますので、補佐する者がこういったものを担える

範囲があるかどうかについて議論が必要であろうということから、牛豚等疾病小委員会の

中では、やっぱりそういった指導のできる専門的な獣医師育成を支援する必要があるとい

うようなことも意見としては出されております。 

 それから、食品残さの利用飼料の加熱処理対象につきましては、牛豚等疾病小委員会の

中では、食品残さについては、肉を扱う事業所等の範囲に例外を認めるべきではないとい

うことで、肉については動物種によらず一律の加熱対象とすべきであろうということを議

論しました。それから、食鳥処理場の残さなど、鶏の肉に限定して豚の飼料にする場合に

は、加熱基準強化の対象外としてもいいのではないかという議論もありますし、それから、

同一事業者で肉を取り扱わないラインのものを加熱するかどうかについて、どう交差汚染

防止を担保するかということもしっかり定めるべきであるというようなことも議論いたし

ました。 

 いずれにしましても、この加熱処理につきましては、国際基準に合わせた処理の基準の

強化というものについては、牛豚等疾病小委員会では同意したというところでございます。 

 それから、この基準を農家の生産者の方に遵守してもらうための工夫について、やはり

日常的にこういった基準を守ることが日常的な疾病対策に有効であるということを、いろ

んな形で示していけば、生産者の方に伝わりやすいだろうということで、いろんな農場の

事情、あるいは地域の事情に応じた適用をお願いしたいということで議論がまとまったと
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ころでございます。 

 以上のような牛豚等疾病小委員会の議論を踏まえて、今回事務局が提出した案というも

のは、私ども牛豚等疾病小委員会の議論を適切に踏まえているというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○松尾部会長 ありがとうございました。 

 それでは、本件について、委員の皆様からご意見、ご質問がありましたらお願いいたし

ます。よろしいですか。 

 日髙委員、お願いします。 

○日髙委員 今度の飼料衛生管理基準の中で、獣医師の関与というのが大変重要になって

くると思っておりますけれども、現行として家畜防疫員、県の家保の職員がやるというこ

とになっておりますけれども、このあたりをもう少し広げまして、例えば国でマニュアル

の研修を行った獣医師さんに関してもできると、例えば先ほどの話の中で、ＮＯＳＡＩの

獣医さんとかＪＡの獣医さん、あと餌会社、飼料会社の獣医なども養豚にかかわっている

獣医さんたちがいらっしゃるので、その辺を活用していくことも必要じゃないかと思って

いるし、現状としてＣＳＦのワクチンとか、あとは、この飼養衛生管理基準をするための

家保の職員の方々が、ほかの家畜畜種に対する指導がおろそかになっている話も聞きます

ので、そこあたりも含めた獣医師の活用ということをやっていったほうがいいのではない

かなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○熊谷課長 日髙委員、ありがとうございます。 

 おっしゃるとおり、今、獣医のリソース自体も、特に産業動物に向けて従事をできる方

ってかなり限定されています。それで、家畜保健衛生所、行政、地方の都道府県の職員で

すと約2,000人強でございます。それで一方、今おっしゃったようにＮＯＳＡＩ関係、恐

らく1,700人強の方々、それで牛を担当している方もいますけれども、もちろん他の畜種、

豚も含めて対応できると思いますので、この辺、今日も呉先生がいらっしゃっていますけ

れども、ＪＡＳＶの、いわゆる養豚の専門の産業獣医師の方々の知見などもかりながら、

あと研修であったり、あるいはマニュアル化というのも、ちょっと先生方に対してマニュ

アルというのもあれかもしれませんけれども、やはり今課題となっているものに対して指

導できるような人材、日本にあるリソースをうまく協力を得て取り込めるようにしたいと

思っています。大変ありがたいご意見だと思います。 
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 他の疾病、あるいはリスクのある要因というのは、今、ＣＳＦ、ＡＳＦに目が向けられ

ておりますけれども、ほかの畜種のウイルス病、あるいは細菌感染症もありますので、ご

意見賜ったことをできるだけ早く反映できるように、また時間をかける部分については研

修なども使ってということで対応したいと思います。ありがとうございます。 

○松尾部会長 日髙委員、よろしいですか。 

 ほかにご意見ございますでしょうか。 

 筒井委員、お願いします。 

○筒井委員 すみません。これはもう言わずもがななんですけれども、私が気にしている

のは、やっぱり残渣、いわゆる残飯と言ったらよくないのかな。食品残渣を与えるという

ことについて、やはりバイオセーフティーを一生懸命例えばやったとしても、一番直接豚

に行く、動物に行くところの、いわゆるリスクが減じられていないということについては、

大変私は懸念をしています。そういった意味では、今後、このＡＳＦについても周辺の殺

処分をするというような規定を改正するのであれば、せっかく一生懸命頑張っておられる

のが、ただ近隣にあるということだけで殺処分の対象になってしまうという可能性がある

ということからすると、ぜひ、この食品残渣の問題、加熱処理をしていくということはい

いことだと思うんですけれども、ぜひこれをしっかり実効性のあるものにしていただきた

いというのが私の要望です。 

○小倉審議官 食品残さの処理については、今回のこの基準の中でも盛り込まれますけれ

ども、さらに飼料安全法の中の規格基準にも盛り込んでいこうということで、そちらのほ

うでもいろいろご審議をいただいて、先ほどのお話ししているような交差汚染というんで

すか、分別の話も含めてしっかり議論をしていきたいと思います。 

○松尾部会長 山口委員、お願いします。 

○山口委員 筒井委員の意見と関連しますが、実際、現場の家畜保健衛生所では、今回の

沖縄県での発生を受けて、改めて立ち入り検査等をして、食品残渣の加熱の確認を行い問

題のないことを確認したところですが、確実に加熱処理がなされていることの実効性を持

たせ、絶対に発生がおこらないようにする意味で、いろんなところから残飯を集めてきて

自分で鍋で煮沸するなど目で見てわかる場合はいいですが、残渣の購入先で肉は入ってい

ませんと言われると、性善説に立てば、加熱しなくても問題ないことになるんだと思いま

すが多少肉が混じった残飯でも、入っていないと言われると信じるしかなく、私としては

肉の含んだものを加熱するというのではなく、食品残渣は全て加熱するようにした方がい
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いという考えです。 

 もう一つは、先ほどの参考資料の中で、農場に来る前の食品資源の工場などで、きちん

と加熱処理されているかについては、ＦＡＭＩＣや都道府県が確認するなど、今回の沖縄

県での発生を踏まえて我々も確認しているところですが、農場内で加熱している場合につ

いても、家保だけじゃなく、飼料の監視員も確認するなど家畜保健衛生所、飼料監視員な

ど複数の機関や人で、監視することで、飼料製造と農場間の狭間が曖昧となって発生のリ

スクが生じる事のないように、飼料安全法の中できちっと確認できるようにしてもらいた

い。 

 以上です。 

○山野室長 ありがとうございます。 

 やはり狭間だとか、どこからどこまでがどうでというようなところはよく整理して、現

場の指導でそごがないような形で実効性を持たせるような形で、研修なり何なりというこ

ともしていきたいというふうに考えております。 

○熊谷動物衛生課長 あと、ちょっと補足させていただきます。 

 やはり手元に来る、餌として利用しようとする農家の判断、あるいは専門の事業者、そ

の前の段階の、いわゆる原料といいますか、そういう状態の段階を扱う事業者の方もいら

っしゃいますので、決してそこは、その段階で用途が決まっているわけではないので、そ

ういった意味で、やはり環境部局、今回も沖縄のケースの場合は環境部局の協力を得て、

いわゆる他法令でいいますと廃掃法の関係の規制などもありますので、そういった部局と

も、よく自治体の中でも連携できて、あとは事業者の方も、農業をやっている方の場合は

一般的にそういうのをとらないケースがあって、自己完結ですと問題ないんですけれども、

そういった部分も法令的なもの、あとは任せるべきところはプロに任せるように、そうい

うことの優良事例などもお示しできればなというふうに感じております。 

 やはり今回の沖縄のケースというのが、非常にリスクがどこにあるかという点に関して

いいますと、エコフィード、かつ、それが加熱が不十分、あるいは加熱していないという

ことがございましたので、この辺は急いで対応、またわかりやすい優良事例なども展開し

ていきたいと思っております。 

○松尾部会長 嶋田委員、お願いします。 

○嶋田委員 宮崎の嶋田です。 

 今回の家畜衛生部会での論点等への対応方向の中で、従業員さん、現場の方への周知の
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徹底を強化といったところがございますけれども、今、養豚の生産現場でも、ベトナムな

ど海外からの研修生の皆さんとか、非常に多くいらっしゃっているという背景がございま

す。当然ここの従業員という言葉の中には、その辺も想定されているのかなと思いますが、

改めて、やっぱり衛生的なところのイメージを伝えたりとか、そういったところで、やは

り農場の場長さんであったり経営者の方、あとは我々獣医師もお伝えする際に非常に苦慮

するときがございます。そういった背景も、ちょっと念頭に置きながら、例えばマニュア

ルの標準例を作成されることであれば、例えばベトナム語であったりとか、多言語で標準

例をつくっていただけるといいのかなというふうに考えています。 

○熊谷動物衛生課長 ありがとうございます。 

 研修生、これは畜産のほうに入って従事、あるいは研修される方だけではなくて、他産

業にもたくさんの方がいらっしゃいますので、そういった点、現在国際研修協力機構とい

うことで、多業種の方々の研修を受け入れする機関とも連携して、今おっしゃったように、

実はこれは日本豚事協、いわゆる日本養豚事業協同組合さんのほうで、ベトナム語、中国

語、フィリピン語ということで、あと大事な点は、なかなか活字を完全に読むというのは

難しいものですから、こういった絵、あるいはよく使う用語を対比表みたいなものをつく

っている事例もございます。こういったものも参考にしながら、あと、私どもの修正管理

基準のサイドも、重要事項をわかりやすく発信して、あと、例えば韓国の事例で申し上げ

ますと、どうも７割ぐらいの養豚事業者の方が外国人の方を雇っている。それで、やはり

このような形で、事前研修のような形で基礎的な衛生の情報も共有していると聞いており

ますので、そういったものも参考にして、周知を早く、あと、かつそれを継続的にできる

ようなことを直ちに取り組んでいきたいと思います。 

○里井委員 里井です。よろしくお願いします。 

 今のご質問とご返答を聞けて、すごく安心したと申し上げますか、意見としてちょっと

１点だけつけ加えさせていただけたらなと思ったのがありました。 

 今回、飼養衛生管理基準の厳守徹底ということで、非常にわかりやすく、現場の方もわ

かりやすく工夫をされているという点が多数感じられたことが、すごくよかったと思うん

ですが、一方で、写真ですとか動画、例えばその言葉遣いがすごくたくさん出てきたんで

すね。文字を減らし、写真を多くしたり動画にするということで、生産者さん、または何

かを伝えるということは非常に効果があります。私もフードジャーナリスト、それから情

報を発信する立場として、非常にそれは有効である一方で、その写真が過度になった場合
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は逆効果になるという可能性も非常に高いです。言葉の意味というものと、そこでの文字

というものが連動しないと、なかなか人には通じません。 

 今そのお話で伺ったときに、この部分は絵で、この部分は言葉でということでのご配慮

を伺えたのでよかったんですが、例えば、若者は今もう動画しか見ないよとか、若い方は

こうであるよみたいな先入観から、例えばこれはもう全て写真のほうがいい、動画がいい

という大ざっぱな考えではなく、そのあたりの厳選というのは思われている以上に慎重に

なられたほうがいいのではないかなという、ちょっとこれは老婆心的な意見なんですが、

私自身も日々食べ物というものを発信している立場におきまして、常々考えていることで

もございましたので、ちょっと気になりましたので、意見として申し上げさせていただき

ました。ただ、先ほどのである程度安心はしております。 

 以上です。 

○熊谷動物衛生課長 ありがとうございます。 

 アドバイスいただきながら、また、農水省全体も実はそういう取り組みを、写真であっ

たり動画であったり、やはりターゲットにする対象をちゃんと考えてやりたいと思います

ので、またご助言いただきながら、早くいいものをつくり上げたいと思います。ありがと

うございます。 

○松尾部会長 それでは、ご意見が出尽くしたようなので、次に行きたいと思います。 

 それでは、農林水産大臣から諮問のありました飼養衛生管理基準の見直しについて、今

後軽微な修正があった場合は、部会長一任とさせていただき、全体としては適正であると

の答申を行うということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、答申の手続を進めさせていただきます。 

 次、議事（２）です。ロシア連邦トゥーラ州及びブリャンスク州における高病原性鳥イ

ンフルエンザの清浄性認定について。 

 まずは事務局から説明をお願いしたいと思います。 

○沖田室長 それでは、ロシアの高病原性鳥インフルエンザの清浄性、２州に関するリス

ク評価のことについてご説明をさせていただきます。動物衛生課国際衛生対策室長の沖田

でございます。よろしくお願いいたします。 

 ロシアから家きん肉を入れる、輸入するに当たって必要となるリスク評価でございまし

て、このリスク評価を行った背景でございます。資料２－１をご覧いただきたいと思いま

す。説明は資料２－１、これがリスク評価の概要となっておりますので、これを使ってご
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説明をさせていただきます。資料２－２、それから資料２－３、これがリスク評価の全体

像になっておりますが、これはお手元、委員の方の机上にだけ配付をさせていただいてい

るものでございます。概要に従ってご説明をさせていただきます。 

 まず背景でございます。背景は、ロシアから生鮮家きん肉の輸入解禁要請を受けました。

それは2012年12月ということだったんですが、その後、ロシア全土、高病原性鳥インフル

エンザが各州で発生をしているということもあって、全体から入れることはやはり難しい。

一定の地域からでないとやはり難しいということで、どの州にするかということを2018年

12月にロシア側から、トゥーラ州とブリャンスク州という、この２つの州からの生鮮家き

ん肉の輸入をしてほしいという要請を受けてリスク評価を行っております。これら２州は、

鳥インフルエンザが発生していないことはもちろんですが、鳥インフルエンザのワクチン

も使用をしていない２州でございます。これら２州について、リスク評価のための書面で

の情報収集、デスクスタディーを行いました後、2019年３月に現地調査を行い、さらに現

場での情報も収集した上で、このリスク評価の報告書を取りまとめ、定性的なリスク評価

を行ったところでございます。 

 まず、この２州の状況ですけれども、この２州は、資料２－２の地図を見ていただきま

すと、広大なロシアの全体の中で西側の、もう国境に近いようなところにある２州でござ

います。トゥーラ州はモスクワ州の南側に隣接をしている。それから、ブリャンスク州は、

そこからちょっと西側にあるところということで、地理的にはトゥーラ州がモスクワの南

側に隣接で、ブリャンスク州はモスクワから南西に350km離れたところで、ベラルーシに

西側で接しているという、この２州でございます。先ほど申しましたとおり、発生もワク

チンもない２州ということになってございます。 

 家畜衛生体制についてですが、全体の中央の獣医当局があり、これはＦＳＶＰＳという

ふうに言っていますが、そこが家畜衛生に関する実際の行政執行機関というふうになって

おります。そこは本部と、それから地域の事務所を持っております。これが中央の体制で

ございます。中央では、そのＦＳＶＰＳは地方にも職員を持ち、全体で3,521名の職員が

いるということで、地方で行われる防疫措置を監視監督している。一方、地方、各州にお

きましてですが、獣医当局がございます。ロシア全体ですと、全体で獣医官が５万5,000

名余りいるという状況で、その中でトゥーラ州においては847人、それからブリャンスク

州においては584名という担当官が従事をしているということになってございます。その

他、ＡＩの診断機関、中央にある家畜衛生研究所があります。そのほか、国内各地に診断
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施設があるということになっております。 

 法律というか、指揮命令系統ですが、中央において、基本的な法律として獣医法があり

ます。ＡＩに関しましては、ＡＩ指令というＡＩの防疫に関する指令、これが定められて

おりまして、このＡＩ指令に基づいて、各地方においてＦＳＶＰＳの地域の事務所と連携

した上で、地方レベルでＡＩ防疫に関する規則を策定します。それに従って、各地方にお

いて防疫体制がとられておるところでございますが、また、その防疫計画に沿いまして、

商業用の農場においては、各農場が自分たちの農場に合った計画をつくるという形で、国

レベル、州レベル、それから農場レベルできちんとした計画を持って防疫体制を構築して

いるということになります。 

 家きんの飼養状況ですが、大規模な商用の農場、それから小規模、あるいは裏庭の養鶏

というものが体系としてはございます。基本的に流通するものは商用の農場のものです。

ですので、日本が輸入をするということになりますと、この商用の農場からの肉だけが来

るということになります。先ほど言いましたとおり、商用農場においては州の防疫規則に

基づく計画をつくって、しっかりとした対応をしているということになっております。 

 次のページには、トゥーラ州、ブリャンスク州、ロシア全体で、それぞれの農場カテゴ

リーにおける生産量についても数字を載せております。 

 それから、農場の数ですけれども、商用の農場というのは極めて大規模で数が限られて

いるということになっております。トゥーラ州及びブリャンスク州では、商用家きん農場

はそれぞれ９農場、それから４農場ということで、それらが大規模に持って生産をしてい

るということになってございます。 

 食鳥処理場につきましても、これも各地方の獣医当局の検査を受けて営業を許可されて

いるということになっております。基本的に農場が限られておりますので、食鳥処理場は、

その農場にいわゆるひもづいているというか、それと連携して営業しているという形で、

１対１という関係では必ずしもないですけれども、１つの農場から出される、そことひも

づいて営業しているというような状況でございます。日本と同じように、食鳥処理場にお

いて、生体を食鳥処理する前後での検査等もきちんと行われております。それらについて

確認をしてきております。 

 それから、輸出入の検疫体制でございますけれども、まず輸入の検疫については、ＦＳ

ＶＰＳの地域事務所の監督のもとで、各地方の獣医局が輸入の検疫を行っているというこ

とで、入ってくるエントリーポイントというのは、輸入できるのは228のエントリーポイ
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ントがございますが、そこでしっかりとした検疫を行った上で入ってくるという形になっ

てございます。 

 それから、輸入・輸出の現状につきましては、２－３の詳しい資料のほうに輸入・輸出

の実績等を載せております。後でご参考に見ていただければと思います。 

 輸入の検疫はそういう形になっており、それから、輸出の検疫につきましても、これも

ＦＳＶＰＳの地域事務所が発行主体となって証明書を発行して輸出をしているという形に

なっております。 

 家きんに関する国内の防疫措置でございますが、基本的に、発生があった場合には、そ

の周りに移動制限をして封じ込めて、その外側にはサーベイランスエリアを設定するとい

うことで、これは日本と同じような体制をとっております。その範囲は日本とはちょっと

異なります。発生農場から５kmが封じ込めのエリア、その外側５kmにサーベイランスエリ

アを張るというのが発生した場合の対応ということでございますが、基本的に発生時の対

応としては、日本と同じような仕組みをとっておるところでございます。 

 それから、ワクチンの接種の状況でございますが、先ほど申しましたとおり、リスク評

価を行った２種についてはワクチンは接種していないということでございますが、ロシア

全土においては裏庭の農場、それから小規模の農場に関してはワクチンの接種ができます

が、商用の農場においては基本的にワクチンを使わないということになってございます。

この裏庭の家きん農場、当然こういったところは流通を制限されておりますので、ワクチ

ンを打ったものはむやみやたらには流通がされないという形でございます。 

 それから、ロシアで行われておりますサーベイランスの状況でございますが、サーベイ

ランスにつきましては、症状の報告をするパッシブサーベイランス、それから、積極的に

サンプルをとって捕まえていくアクティブサーベイランス、それから野鳥におけるサーベ

イランスということで、サーベイランスの対応を実施をしておるところでございます。 

 パッシブサーベイランスにつきましては、農場から異常通報がされまして、それを地方

の獣医当局が通報を受けて対応するという形になっておりまして、トゥーラ州及びブリャ

ンスク州におきましては、2017年にトゥーラ州の裏庭のアヒルの農場で１件通報があった

ということで、それを検査しましたところ、Ｈ３、Ｈ９ということで、通報対象のＡＩで

はないということだったということですが、そういったパッシブサーベイランスの通報も

されておるところです。一方で、ブリャンスク州においてはパッシブサーベイランスの事

例が、2016年から18年の間ですが、パッシブで通報はなかったというふうな報告を受けて
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おります。 

 それから、アクティブサーベイランスにつきましては、国レベルでガイドラインをつく

りまして実施をしております。この中でロシアにおきましては、トゥーラ州、それからブ

リャンスク州を除いたロシア全体ですが、2018年で約95万サンプルが採取をされ、そのう

ち413サンプルが陽性となっていたという報告がございます。トゥーラ及びブリャンスク

の２州におきましては、2018年、合計で2,319サンプルの採集があり、それらは全て陰性

であったという報告がございます。 

 また、野鳥のサーベイランスにつきましては、ロシア全土で2018年採材された924のサ

ンプルについて、通報の対象となるＡＩの陽性例はゼロであったということです。トゥー

ラ及びブリャンスク州については231サンプルを検査いたしまして、全て陰性であったと

いう形で、サーベイランスにつきましても、パッシブサーベイランス、それからアクティ

ブサーベイランス、そして野鳥のサーベイランスについて実施をされているということを

報告及び調査によって確認をしてきております。 

 これらの点を踏まえまして総合的な評価でございますが、家畜衛生体制についてはロシ

ア全土、全体としての組織体制、それから保護体系としても整備されており、また、地方

についてもそういった形の州の政府できちんと対応がとられている。また、中央政府の地

方の出先との連携もとれているということが確認ができております。これはトゥーラ州及

びブリャンスク州において確認ができておるところです。 

 それから、家きんの農場ですけれども、基本的に輸出の対象となるような商用家きん農

場においては、州の規則のもと計画を定めて衛生管理をきちんと実施をしているというこ

と、また、商用家きん農場においては州の獣医師が常駐をし、監督を行っているというこ

とでございます。また、食鳥処理場も適切に検査を行っているという形になっております。

また、国境検疫についても、ＦＳＶＰＳの責任のもと、検疫が適切に行われているという

こと、それから、サーベイランスについても適切に実施がされ、早期通報ができる体制は

整えられているということで、そういうことが確認できた。また、発生時の対応について

も、日本と同じように通報から措置をして、移動制限をかけ、それからサーベイランスを

実施するといったような措置がとられているということでございます。 

 これらを総合的に勘案をいたしまして、トゥーラ州及びブリャンスク州の輸出用の家き

ん肉については、日本が輸入した場合にあっても侵入するリスクは極めて低いと考えられ

るということでまとめまして、家きん疾病小委の先生方にご議論をいただいたところでご
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ざいます。 

 説明としては以上です。 

○松尾部会長 ありがとうございました。 

 家きん疾病小委員会における審議結果について、同委員会を代表して、委員長代理、中

島委員からご報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○中島委員 中島でございます。 

 伊藤委員長にかわりまして、先月、12月19日に開催された第69回の疾病小委での議論に

ついて簡単にご報告させていただきます。 

 ただいま事務局からリスク評価結果について説明を受けて、第69回の委員会、12月19日

の委員会においては、ロシア連邦トゥーラ州及びブリャンスク州における高病原性鳥イン

フルエンザの清浄性認定について審議をいたしました。具体的には、事務局からロシア全

土並びにトゥーラ州及びブリャンスク州における家畜衛生体制、家畜衛生に関する法令、

畜産の概況、輸出入の検疫体制、家きんに関する国内防疫措置、鳥インフルエンザ発生時

の対応やサーベイランスなどについて説明を受けて、これについて審議をいたしました。 

 その結果、家畜衛生体制については、ロシア全体として組織、法制度ともに十分に整備

されており、実際、トゥーラ州及びブリャンスク州においても、州政府と中央政府が協力

して高病原性鳥インフルエンザの発生予防及び蔓延防止ができる体制がきちんと整ってい

るということ、また、国内防疫措置として、高病原性鳥インフルエンザに関して、地方を

ステータスに分けて、異なるステータスを有する地方間の移動に関して、移動に伴うリス

クに応じた条件を設けていること、また、サーベイランスも十分なアクティブサーベイラ

ンスが実施されておりますし、パッシブサーベイランスにおいても十分機能しているとい

うことが説明を受けて確認されたと考えられるということですね。 

 また、輸出用の食鳥処理場では商用農場の家きんのみが取り扱われており、そのバック

ヤードの個人消費のものが入ってこないという体制から、当該２州からの生鮮家きん肉の

輸入を解禁した場合であっても、当該２州で出生及び飼養された家きん由来の肉であるこ

とを、いくつかの条件を確認してリスク管理防疫措置が講じられればという条件を設けま

したが、その条件の内容としては、まず当該２州で出生及び飼育された家きん肉由来であ

ること、２番目に、当該２州における由来農場及び食鳥処理場を商用のもののみに限定す

ること、３番目に、ロシアにおいて高病原性鳥インフルエンザまたは低病原性鳥インフル

エンザが発生した場合に、ロシア政府から迅速に情報提供がなされること、この条件を確
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認した上で、当該２州からの家きん肉の輸入を介した我が国への高病原性鳥インフルエン

ザの侵入リスクは極めて低く、当該２州の高病原性鳥インフルエンザ清浄性を認定するこ

とは妥当である、適当であるというふうに判断いたしました。 

 以上のことから、家きん疾病小委員会としましては、ロシア連邦トゥーラ州及びブリャ

ンスク州の高病原性鳥インフルエンザの清浄性を認定することについて了承いたしました。 

 以上で家きん疾病小委員会からの報告を終わります。 

○松尾部会長 ありがとうございました。 

 それでは、本件について委員の皆様からご意見、ご質問がありましたらお願いいたしま

す。 

 橋本委員。 

○橋本委員 橋本です。 

 先ほど、沖田室長のご報告と、今の中島委員長代理の家きん疾病小委員会におけるご審

議を伺いまして、何ら疑問はありません。よく徹底的に調べられて、きちんと検討されて

います。何ら疑問はない。 

 私からのお願いでございますけれども、委員にしか渡されていない資料が、リスク評価

報告書がございますが、これを拝見して、大変によくできている。デスクワークをきちん

とまとめられたのは、それはなれた仕事で、よくわかりやすくまとめられているんですが、

それ以上に感心したのは現地調査です。現地調査がよくここまで入れたなと。ロシア側が

それだけ協力したということなんでしょうが、商用のブロイラー農場のケージ飼育をして

いる現場まで入って、鳥がいる状態で観察されていますし、裏庭飼育農場では、鳥がいる

現場まで入って、その農家から聞き取りをしているんですね。これは貴重な情報なんです。

なかなかこのレベルの情報というのは、私のような養鶏関係者、獣医師ですけれども、め

ったに手に入らないし、防疫体制も具体的な消毒方法も事細かに観察されていますね。 

 ですから、この報告書は、逆に言えばあまりにも具体的な社名や何やらが明らかになっ

ているから非公表の扱いをされているんだと思うんですが、我が国の養鶏関係者とか家き

ん疾病の防疫に携わる人たちに、何らかの形で、このリスク評価報告書の詳細な部分が明

らかになるようにご検討をお願いしたいと、そういうふうに考えております。 

○熊谷動物衛生課長 ありがとうございます。 

 事務方の仕事を評価していただいたということと、あと、あわせて、まさにおっしゃる

とおりで、養鶏あるいは養豚の実際の生産の現場の中に入り込んで、またヒアリングまで



24 

できるというのは非常に貴重なデータになっております。ご指摘を踏まえまして、少し公

表できるものにまとめ上げて、何らかの形でお示ししたいと思います。特に衛生対策につ

いて、今、国内的にはＣＳＦ、あるいはＡＳＦが海外でということで、養豚が中心に目が

向けられておりますけれども、やはり養鶏、とてもウイルス病、あるいは細菌病、寄生虫

病に対しての対応というのが、各国、取り組みがすぐれた点、見習う点もむしろあるとい

うことでございますので、よく整理して公表したいと思います。 

 あと、また１点補足させていただきますけれども、ロシア側の当局と私ども家畜衛生当

局の関係も、まさに推察いただいたとおり、大変緊密に連携がとれるような状態になって

おりますので、こういった点は、今目の前に来ているＡＳＦの対応についても、行政ある

いは研究部局との間でも交流ができるように、また取り組んでいきたいと思います。あり

がとうございます。 

○橋本委員 ひとつよろしくお願いします。 

○松尾部会長 ありがとうございます。 

 山口委員、お願いします。 

○山口委員 何点か確認したいのですが。 

 この２州の食鳥処理場ついては、先ほどの説明の中で、輸出を希望する時には国の機関

により特別な査察を受けるということですけれども、日本では輸出を認められた屠畜場で

は高い衛生基準を求められるため、ＨＡＣＣＰ対応はもちろんのこと、さらに基準がある

のはないかと思いますが、ロシアでは輸出用ではどのような基準が求められるのか教えて

いただきたいのと、もう一点は、食鳥処理の検査では、獣医師もしくは獣医補助者が検査

をしているということですが、日本では食鳥検査員として獣医師が行いますが、獣医補助

者というのは、アメリカのように特別に講習を受けた人が獣医と一緒に行っているのか、

わかれば教えていただきたい。また、ロシアのＨＰＡＩの発生を見ると、毎年のように発

生していますが、この２州は発生がないということでしょうか。最近、ヨーロッパでは、

低病原性の発生はみられていますが、日本のように野鳥の飛来ルートがあって、ヨーロッ

パ側に近いこの２州はルート上になく、発生のリスクは少ないとか 

、養鶏も盛んな地区だということで、輸出をしたいということなのか、理由もわかれば教

えていただきたい。 

○熊谷動物衛生課長 では、私のほうから。私、2016年11月に実は訪問しておりまして、

それで、はっきり言いまして、獣医とその補助者の関係はとてもシステマティックです。
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ですから、アメリカとかの牛のと畜場とまさに同じような形で、責任者である獣医がキャ

ップの色が違っていて、そこのピラミッドの形で補助員がいるという形です。ですから、

内臓系の臨床所見があるようなものを補助者が上げて、それをあと、全部見渡せる範囲の

中で、しかも複数の獣医が配置されている。あと、従業員は、まさにその事業所専用で、

朝来て、食事もレストランがその中にあって、帰るときまで一切外部との出入りがないと

いうような形ですので、教育とか管理については、やっぱり企業ごとにかなり厳格なＳＯ

Ｐを持って行っているという形で、どちらかというと行政的に何か指示されてというより

は、企業として、やはり当然いい商品を出すために、ですから、ファーム・トゥー・テー

ブルをまさに実践している企業が、まさに商用ということでございます。 

 あともう一つ、インフルエンザの、もう中島先生のほうがお詳しいと思うんですが、営

巣地が、例えば青海湖とかというと、もう中国とモンゴルの間。ロシアといって一つの国

でございますけれども、何千kmと離れていますので、そういった意味では、もちろんモン

ゴル、中国─中国といっても広いですね。東アジア寄りの部分については、当然営巣

地ということで、そこのいわゆるウイルスの分離状況、野鳥からも含めて、そういう研究

もとても進んでおりまして、その研究機関との交流も、恐らく農研機構のほうでもそうい

う交流ができているような形になっていると思います。 

○松尾部会長 ありがとうございます。 

 若干時間が押しているんですけれども、ほかにご意見なければ。よろしいですか。 

 それでは、農林水産大臣から諮問のありました、ロシア連邦トゥーラ州及びブリャンス

ク州における高病原性鳥インフルエンザの清浄性認定については、適当であるとの答申を

行うことでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、答申の手続を進めさせていただきます。 

 続きまして、３つ目の議題であります、豚コレラ及びアフリカ豚コレラに関する特定家

畜伝染病防疫指針について、まずは事務局からご説明をお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

○伴課長補佐 動物衛生課法令検討室の伴です。 

 私のほうから、最初、局長からの挨拶にもありましたけれども、昨日成立しました議員

立法による家畜伝染病予防法の一部改正の内容を踏まえましたＣＳＦとＡＳＦの防疫指針

の改正につきまして、正式な諮問につきましては改正法の公布を待たなければいけません

けれども、指針改正の方向性と内容につきまして、本日ご意見を頂戴したいということで、
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現在の事務局の案についてご説明させていただきます。 

 まず、資料３－１でございます。 

 今回の議員立法の内容についてということですけれども、まず背景につきましては、Ａ

ＳＦにつきまして、近隣諸国の発生状況などから、我が国に侵入するリスク、脅威が非常

に高まっているということを踏まえまして、万が一ＡＳＦが侵入した場合の対応方針を法

律上措置する必要があるということで、現在、当省が検討しております内閣提出法案に先

立ちまして、議員立法の形によりまして措置するというものでございます。 

 その改正の内容ですけれども、まず１番のところ、「豚コレラ」、「アフリカ豚コレラ」

の名称変更ということで、日本獣医学会からの提案を踏まえまして、それぞれ国際的にも

使用しております名称に倣いまして、「豚熱」、「アフリカ豚熱」に変更するというもの

でございます。 

 次に、今回の改正のポイントでございますアフリカ豚熱に係る予防的殺処分についてで

ございます。 

 まず１番のところですけれども、現在の現行の口蹄疫に加えまして、アフリカ豚熱につ

いても家畜、これは豚とイノシシを指しますけれども、予防的殺処分の対象にするという

ものでございます。 

 次に２番のところでございますが、予防的殺処分を実施するトリガーとしまして、家畜

で発生した場合だけでなくて、野生動物、野生イノシシで陽性が確認された場合でも実施

できるというものでございます。 

 次に３番目、予防的殺処分を実施する指定地域の指定ということにつきましては、野生

イノシシをトリガーとして指定する場合は、周辺における野生イノシシの生息状況、ウイ

ルスの拡散状況、また農場の飼養衛生管理といった状況を考慮しまして、必要最少限度の

範囲で行うということでございます。その際には、都道府県知事と本審議会の意見を聞く

というものでございます。 

 次に、４の①でございますけれども、野生イノシシをトリガーとした野生イノシシ間に

おける蔓延防止対策としまして、家畜の移動制限、放牧等の制限、消毒ポイントの設置、

通行の制限等の措置を講じることができるということでございます。 

 その下の②のところですが、農場における飼養衛生管理基準の遵守につきまして、アフ

リカ豚熱が発生していて蔓延防止が必要があるというときは、法律上の指導・助言といっ

た段階を経ずに勧告・命令といった協力な措置を講じることができるということでござい
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ます。 

 その議員立法の内容を踏まえましたＣＳＦ及びＡＳＦの防疫指針の変更の概要が資料３

－２でございます。 

 資料３－２、まず１番目の背景でございますが、我が国におけるＣＳＦの発生、ＡＳＦ

の侵入脅威が高まっている状況を踏まえまして、昨年の10月10日に本部会で答申をいただ

きまして両指針を見直したところでございます。ただ、２番目のところですけれども、そ

の後、さらにＡＳＦの脅威が高まっているという状況を踏まえまして、昨日、議員立法に

より家伝法の一部改正の法律が成立した。この法律を踏まえまして、３番のところですけ

れども、両指針も変更する必要が生じたという状況でございます。 

 次のページでございます。 

 変更の方針でございますが、４の（１）が豚コレラの防疫指針でございます。当然です

が、名称を豚熱に変更しまして、また、防疫指針の前文を時点更新という意味でございま

して、３ページ、次のページでございますが、別添１をご覧ください。前文のところ、３

番目のところですが、発生状況の更新ということで山梨、沖縄を追加しまして、また10月

15日の本指針の変更以降、予防的ワクチン接種を開始しているということで、今後の我が

国の国際上のステータスの見込みにつきましても追記しているということでございます。 

 前のページに戻っていただきまして、２ページ目のＡＳＦの防疫指針のところでござい

ます。 

 （２）番のところですけれども、ＡＳＦの防疫指針につきましては、１番目の①のとこ

ろ、名称をアフリカ豚熱に変更。 

 次に、予防的殺処分、②のところでございます。先日、１月15日に牛豚等疾病小委員会

を開催しまして、この予防的殺処分につきましてご意見を頂戴したところでございます。

その中で、家畜で発生した場合にあっても、野生イノシシで陽性確認された場合であって

も、防疫指針の中で一定の予防的殺処分の範囲を示すべきであると。その際には、隣国の

韓国での対応が参考になるとのご意見をいただいております。それを踏まえまして、豚農

場で発生した場合、また野生イノシシにおいて感染が確認された場合には、原則としまし

ては豚、野生イノシシにおける感染拡大に係る要素を考慮した上で、半径500mから３km以

内の区域において予防的殺処分を実施するということを明記しております。これにつきま

しては、後ほど詳しく説明させていただきます。 

 次に、③番目、野生イノシシにおいて陽性が確認された際の防疫対応でございますが、
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先ほどご説明した技法の内容を踏まえまして、アのところでは、まず必要に応じて、速や

かに、確保地点周辺への不要不急の立ち入りの制限、近隣農場周辺の通行の制限・遮断を

行う旨を追記したいということでございます。 

 イのところですが、ＣＳＦにおけるこれまでの防疫対応を踏まえまして、野生イノシシ

の病性判定後、その確保地点を中心とした半径10kmを移動制限区域として設定して、消毒

ポイントを設置する。 

 また、ウのところですけれども、イで設定された移動制限区域においては、ウイルスの

浸潤状況を把握するため、死亡イノシシ及び捕獲イノシシのＰＣＲ検査を強化するという

ことでございます。 

 また、エのところですけれども、設定された移動制限区域の農場に対しましては、家畜

防疫員が立ち入り検査を行って異常の有無を確認。必要に応じてＰＣＲ検査等の病性鑑定

を実施するということでございます。 

 最後、オですけれども、立ち入り検査、またこれまでの飼養衛生管理の遵守状況調査の

結果によりまして、移動制限区域内の農場を中心に速やかに飼養衛生管理の状況を確認す

るということとでございます。 

 以上が大まかな変更のポイントになりますけれども、先日、都道府県に対しましても防

疫指針の変更につきまして意見照会のほうを実施しております。その主な意見と、それに

対する当省の考え方を取りまとめたものが資料３－３でございますので、ご紹介のほうを

させていただきます。 

 資料３－３の１つ目の丸でございますが、予防的殺処分を実施する豚の屠殺の方法につ

いては、防疫指針の中で言及されているけれども、その後の死体の処理などについても防

疫指針の中で言及すべきではないかといったご意見がございました。これにつきましては、

屠殺後の死体の埋却、また消毒、また飼料・精液といった処理等につきましては、先行し

て口蹄疫のほうで予防的殺処分を実施することになっておりますけれども、それと同様に、

予防的殺処分を実施する際に緊急防疫指針を策定して、その中で記載をするということで

ございます。 

 次の丸で、平時からの取り組みとしまして、発生時の資材、重機等の調達が円滑に進む

よう、防疫協定を締結しておくべきではないか。また、防疫作業従事者のリストアップに

つきましては、フォークリフトといった重機の操縦が可能な者も含めるべきではないかと

いった意見がございました。これにつきましては、いただいたご意見のとおりだというこ
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とでございますので、追記をさせていただくということでございます。 

 ３番目の丸でございますが、農林水産省が所有する移動式レンダリング装置といった大

型の防疫資材の流用につきましては、平時からの取り組みとして念頭に置いておくべきで

はないかといったご意見がありました。これにつきましては、基本的には平時から焼却施

設などの発生時の利用につきまして、その所在地を管轄する市町村と調整するということ

でございますけれども、その調整が困難な場合につきましては、大型防疫資材の活用につ

いても検討するということになるかと思います。 

 また、最後のご意見としまして、ワクチン開発につきまして都道府県から意見をいただ

いております。これにつきましては、現行の防疫指針の中でも動物衛生研究部門などが実

施するＡＳＦに関する研究を推進していく旨、記載が既にございますけれども、これにＡ

ＳＦワクチンに関する研究という文言も追記したいと考えております。 

 以上が都道府県からの主な意見でございますけれども、これらを含めまして、ＡＳＦの

防疫指針の詳細な変更点につきまして資料３－４を準備しておりますので、ご説明させて

いただきます。 

 資料３－４の１ページ目でございます。 

 まず、全体的な内容でございますけれども、２つ目の丸、防疫指針の構成を、先行して

改正しておりましたＣＳＦの構成に倣いまして、章立て、節立てに変更したいと考えてお

りまして、これにつきましては、この資料の一番最後でございますけれども、６ページ目、

別添２を準備しております。６ページ目の別添２でございますけれども、赤字が変更箇所

となりますけれども、防疫指針の全部変更の骨子でございます。まず構成を前文、第１章

の基本方針、第２章の発生予防対策、第３章のまん延防止対策、第４章のその他としてお

りまして、その中で、第３章のまん延防止対策につきまして、第１節の豚等における防疫

対応と、第２節の野生イノシシにおける防疫対応ということで、豚と野生イノシシで分類

いたしました。その上で、第４と第17、第５と第18といった形でそれぞれ対応させている

ということでございます。 

 こういった指針の構成を念頭に置いていただきまして、今回の変更点をご確認いただき

たいということでございまして、１ページ目に戻っていただければと思います。 

 １ページ目でございますが、前文、第１章につきましては特に変更ございません。 

 第２章につきましては、第２節の浸潤状況調査でございますが、これは平時におけるウ

イルスの浸潤状況調査になります。１つ目の丸ですけれども、都道府県は原則として年１
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回、農場に立ち入り検査を行って、臨床検査によって異常豚を摘発する。ＰＣＲ等の病性

鑑定を実施するということを追記したいということではございますが、これにつきまして

は、既にＣＳＦ、豚コレラのほうで同様の規定がございますので、ＡＳＦにつきましても、

ＣＳＦと同様に、立ち入り検査の際にあわせて確認していただきたいということでござい

ます。 

 その下の丸でございますが、ウイルスの浸潤状況を監視・把握するということで、積極

的に野生イノシシから検体を収集して、感染の有無の調査を強化・徹底するというもので

ございますけれども、これにつきましては、既に都道府県で実施していただいている野生

イノシシの検査につきまして、もっと検体数をふやすべきであるといった指摘が専門家の

先生方からございましたので、そういった指摘を踏まえて強化するというものでございま

す。 

 次に、第３章、まん延防止対策でございますが、まずは第４のところですけれども、異

常豚の発見及び検査の実施でございます。これまで異常豚の通報がありまして、ＡＳＦの

疑いが強い場合には、動物衛生研究部門にのみ検体を送って検査を実施するとしておりま

したけれども、今回は、やはり防疫措置の起点を前倒しする必要があるだろうということ

で、動物衛生研究部門の検査に合わせて県段階でも同時並行で検査を実施するということ

でございます。 

 次のページ、２ページ目でございますが、その動物衛生研究部門に検体を送った場合は、

発生の確度が非常に強いということで、発生確定後、移動制限区域に入ってくる半径３km

の農場につきましては、家畜等の移動を自粛をするということを追記しているということ

でございます。 

 次に、第12の発生確定後のウイルスの浸潤状況の確認でございますが、疑似患畜、患畜

確定後、速やかに、制限区域内の農場を中心に飼養衛生管理の状況を確認するということ

を追記します。その結果、下の丸でございますが、飼養衛生管理に不備がありまして、直

ちに改善しなければウイルスが蔓延する可能性が高いと考えられる場合は、改善すべき旨

の勧告を行う。その勧告にも従わない場合は、さらに改善について期限を定めて命じる、

命令という措置を行うということを明記する予定でございます。 

 また、その下の丸でございますが、発生後、発生農場の周囲10kmを想定しておりますけ

れども、その中で野生イノシシの感染確認検査を実施するということを明記する予定でご

ざいます。 
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 その下、第13が予防的殺処分ということでございますが、これにつきましては実際の本

文のほうをご確認いただきたいと思いますので、資料３－５でございます。ちょっと分厚

い資料になりますが、資料３－５の52ページでございます。52ページをご覧ください。 

 52ページ、第13でございます。１番のところ、予防的殺処分の実施の判断でございます。 

 （１）でございますが、予防的殺処分は、アフリカ豚熱に感染していない健康な豚を対

象とするものであるということでございますので、真にほかの手段がない場合や、同処分

が蔓延防止のため最も効果的であることが明らかな場合の措置として実施するというもの

でございます。 

 このため、（２）ですけれども、農水省は、下に書いてある①または②の要素を考慮し

て、発生農場における屠殺及び周辺農場の移動制限等の蔓延防止対策または第１の５、24

の１の野生イノシシ対策、これは具体的にいいますと、捕獲の強化、消毒、通行制限、移

動制限といった対策のことですけれども、これらによっても感染の拡大の防止が困難と考

えられる場合に予防的殺処分の実施を決定すると。その際、原則として、発生農場または

陽性となったイノシシを確保した地点などを中心とした半径500mから３km以内の区域の中

で設定する。この500m、３kmといった区域につきましては、先ほど申し上げたとおりです

けれども、韓国における事例などを参考にしているというものでございます。 

 具体的に、その指定地域を決定する際に考慮する要素としましては、まず、この①豚等

で発生した場合の要素につきましては、アのところ、予防的殺処分以外の通常の防疫措置

の有効性ということで、具体的には発生農場における屠殺、埋却、消毒、または周辺農場

の移動制限、通行の制限、遮断といった措置が有効かどうかということでございます。次

に、イとしましては、感染の急速な広がりということで、周辺農場や野生イノシシに感染

が広がっているかどうか。また、ウのところ、ウイルスの浸潤状況ということで、上のイ

にも関連しますけれども、周辺環境などに既にウイルスが浸潤しているのかどうかといっ

た要素を勘案するということでございます。 

 次に、②番、一方、イノシシのほうでございますが、野生イノシシで陽性が確認された

際には、飼養豚と同様のアからウの要素に加えまして、飼養豚と比較しましてコントロー

ルがしにくい、感染リスクに不明な点が多いということで、そういったイノシシの特性を

踏まえまして、このエのところですが、野生イノシシにおける状態ということで、病変と

いった解剖所見、またＰＣＲ、血清抗体検査といった検査結果、またオのところですが、

環境要因としましては、周辺のイノシシの生息状況、周辺の農場数や飼養密度、また山、
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河川といった地理的状況を考慮するということでございます。また、カとしましては、周

辺農場の飼養衛生管理の状況ということで、周辺の農場のバイオセキュリティーレベルが

ウイルスの侵入を防げるレベルのものかどうかといった要素を考慮するということでござ

います。 

 そのようにして設定した地域につきましては、２のところですけれども、ウイルスの拡

散の状況などを見て、必要に応じて拡大するということでございます。 

 また、指定した地域につきましては、予防殺が終了した場合は、当然その全部を解除す

る。また、仮に通常の防疫措置でも有効的であると考えられる場合につきましては、その

一部を解除するといったことも想定しているということでございます。 

 また、４番、予防殺の実施の手順ですが、口蹄疫の予防殺の場合もそうですけれども、

緊急防疫指針を策定しまして、53ページの①から④に掲げるような実施時期、地域、対象

家畜といったことを指定するというものでございます。 

 最後、（２）のところでございますが、屠殺の方法につきましては、発生時と同様に行

って、また、その後の評価につきましては、発生農場と同様に、命令を下した時点での評

価を行って、基本的には予防殺を実施した家畜全額、評価額の全額について手当てすると

いうものでございます。 

 以上が予防的殺処分についてでございますけれども、その他の変更のポイントにつきま

しては、再度資料３－４に戻っていただきまして、３－４の３ページでございます。資料

４、３ページ目の第14からでございますが、ワクチンにつきましては、現状、実用化され

ているワクチンはございませんので、ワクチンは使用しないということで内容の変更はご

ざいません。ただし、先ほど都道府県からの意見もあったように、ワクチンを含めたＡＳ

Ｆの研究は進めていくということでございます。 

 その後、第２節の野生いのししにおける防疫対応でございますけれども、第17のところ、

野生イノシシで感染の疑いが生じた場合には、直ちに確保地点の消毒を徹底して、陽性が

確定した場合を想定しまして、半径10km以内の区域の農場の戸数、飼養頭数といった、ま

た防疫作業が生じる場合に必要になる人員といったものの確認を事前に行うというもので

ございます。 

 その後、第18によりまして、動衛研における確定検査の結果、病性が確認された場合に

つきましては、４ページ目で病性判定時の措置ということでございますが、野生イノシシ

で陽性が確認された場合につきましても、農林水産省のほうでは防疫対策本部を設置して、
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対策の防疫措置の方針を決定するというものでございます。 

 第20、通行の制限・遮断でございますが、今回の議員立法の内容を踏まえまして、必要

に応じて確保地点への不要不急の立ち入りの制限、近隣農場への通行の制限・遮断を行う

というものでございます。 

 第21は移動制限区域ということで、病性の確定後、半径10kmを移動制限区域に設定して

防疫措置を徹底する。ただし、必要に応じて病性判定前に移動制限区域を設定することも

できるというものでございます。 

 続きまして、第24ということで、最後、５ページ目でございます。 

 ウイルスの浸潤状況の確認ということで、野生イノシシにおいて陽性が確認された場合

は、まずは確保地点周辺、半径10km、これは移動制限区域と同様のことになりますけれど

も、10kmの移動制限区域の中で死亡イノシシ、捕獲イノシシのＰＣＲ検査を実施する。特

に、２つ目の丸のところですけれども、半径３km以内の区域につきましては、死亡した野

生イノシシを積極的に捜索しましてＰＣＲ検査を実施する。３kmの外側の区域につきまし

ては、死亡イノシシだけではなくて、積極的に捕獲を進めて検査を実施するとともに、個

体数の削減を図るというものでございます。この考え方につきましては、ウイルスが確認

された地点で捕獲を強化しますと、むしろそのウイルスを外に拡散してしまうということ

で、専門家からの指摘を踏まえて、３kmと、その外側でちょっと濃淡をつけるというもの

でございます。 

 また、２つ下の丸、４つ目の丸でございますけれども、イノシシにおけるウイルスの拡

散防止ということで、イノシシの確保地点につきましては、消毒を徹底して、個体の速や

かな焼埋却などによりまして適切に処理するよう、猟友会等の関係者に対しまして指導を

徹底する。 

 これにつきましては、ちょっと今日はご説明する時間がありませんけれども、参考資料

の６として、当省と環境省のほうで「野生イノシシの捕獲等に関する防疫措置の手引き」

というものを策定して公表しておりますので、これを周知徹底して、そういったイノシシ

の防疫対策というものを周知徹底していきたいと考えております。お時間のあるときにご

覧いただければと思います。 

 最後、５つ目の丸でございますけれども、今回、議員立法の改正内容を踏まえまして、

陽性イノシシが見つかった場合でも、飼養豚で発生した場合と同様、速やかに周辺農場の

飼養衛生管理の状況を確認して、ウイルスを蔓延させる可能性があるような場合は改善に
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係る勧告を行い、それでもだめな場合は行政上の命令という強力な措置をとっていくとい

うことでございます。 

 すみません。以上、駆け足になりましたけれども、今回のＣＳＦ、ＡＳＦに関する防疫

指針の変更内容の事務局の案をご説明させていただきました。 

 以上でございます。 

○松尾部会長 ありがとうございます。 

 また、本日の会議に先立ちまして、先日15日に牛豚等疾病小委員会において予防的殺処

分を中心とした防疫指針の見直しについての意見交換が実施されました。この内容につき

まして、津田委員長からご報告いただきたいと思います。津田委員長、よろしくお願いい

たします。 

○津田委員 津田でございます。 

 先ほど事務局からＡＳＦ防疫指針の変更案について説明がございましたが、私からも簡

単に、小委員会で議論しました内容についてご報告させていただきます。 

 今般の議員立法の内容を踏まえたアフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針の

見直し、特に予防的殺処分につきましては、１月15日に開催されました第49回牛豚等疾病

小委員会において議論いたしました。その中で、予防的殺処分を実施することとなった場

合の実施範囲の考え方、それから、飼養豚で発生した場合、野生イノシシで陽性が確認さ

れた場合のウイルスの浸潤状況の把握、それから野生イノシシで陽性が確認された場合の

通行制限、移動制限区域の設定、消毒ポイントの設置等の考え方について意見交換を実施

しました。 

 委員からは、１、農場で発生した場合はもとより、イノシシで陽性が確認された場合に

も予防的殺処分の実施は必要である。２、イノシシで陽性が確認された場合、まず500mに

設定し、感染の状況等を踏まえ、３kmに拡大する等、柔軟性を持って個別に判断できるよ

うにする必要がある。３、半径で区切る考え方に加えて、水路や山海のような地理的要因

や疫学的な関連を考慮することも重要になる。４、予防殺の実施に当たっては、既に実施

しているイノシシ対策やバイオセキュリティー等についても考慮する必要がある。５、消

毒ポイントの設置について、交差汚染を防ぐためにワンウエーにする仕組みや、１つの道

に２カ所ポイントを設置する等、工夫すべき等の意見がございました。事務局の案は、こ

れらの委員からの意見を踏まえたものになっております。 

 さらに、指針の変更に当たりましては、実際に防疫指針を運用する都道府県の意見を求
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めることとされております。本日配付されております案については、都道府県からの意見

の提出のあったワクチン開発、それから大型防疫資材の活用等に係る意見も踏まえて、よ

り実践的なものになっていると考えております。 

 以上を踏まえまして、本小委員会といたしましては、本案は、万が一の際の予防的殺処

分の円滑な実施や、その範囲、野生イノシシで陽性が確認された際の移動制限区域の設定、

消毒ポイントの設定等について、科学的知見や都道府県の実情を踏まえた内容になってお

り、迅速な初動対応及び蔓延防止が確保できるものというふうに考えております。 

 以上、簡単でございますけれども、牛豚等疾病小委員会からの報告とさせていただきま

す。 

○松尾部会長 ありがとうございました。 

 それでは、本件について委員の皆様からご意見、ご質問がありましたら、お願いいたし

ます。 

 日髙委員、お願いします。 

○日髙委員 先ほど説明の中で、アフリカ豚コレラの予防殺、予防的殺処分の対象となっ

た豚などの評価を行うということで書いてあるんですけれども、口蹄疫のときの川南のワ

クチン接種の場合には、餌の部分はワクチン接種で処分されたところは入っていなかった

んですよね、餌のもろもろは。このアフリカ豚コレラの場合には、感染したときと一緒の

同等の評価がなされる。豚以外の餌の分もですね、なされるのかどうかというのをお聞き

したいんですけれども。 

○伴課長補佐 お答えいたします。 

 今回、ＡＳＦが予防的殺処分の対象になるということで、実際、その予防的殺処分が実

施された場合は、ご理解のとおり、豚そのものの評価額に加えまして、餌とか精液、受精

卵といったものにつきましても、汚染したおそれがある物品ということになりますので、

家伝法の第23条の第１項の規定に基づきまして、これを当然焼却、また消毒するというこ

とになります。その分につきましては、家伝法の世界の中で特別手当金という形になりま

して全額交付されるということでございますので、ご指摘の餌とか、そういったものにつ

きましても家伝法の中で補償・補填されるというものでございます。 

○日髙委員 今回はそういうふうになるということですね。前のときとは違うということ

ですね。 

○伴課長補佐 ええ。以前の口蹄疫の2010年の場合は、家伝法にその規定はございません
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でしたので議員立法の形で手当てしておりましたが、今は、家伝法の改正後、今回、これ

は口蹄疫で出た場合に加えてＡＳＦで発生した場合も、家伝法の世界の中で、餌とか精液、

受精卵といった部分も読めるということでございます。 

○日髙委員 それから、もう一つ要望というか、予防的殺処分ということがあった場合に、

今、再開するための互助基金がありますよね。それがＣＳＦのやつで養豚農家のほうに３

倍の積み立てがされたわけですけれども、もしＡＳＦが入ってきた場合に、予防的殺処分

がふえた場合に、やはり互助基金が枯渇するおそれがあると思うんですね。ですから、国

のほうに、多分ＡＳＦの場合にはワクチンはもう今のところないので、再開するのには結

構な時間がかかると思いますので、やはりこの互助基金のあり方というのをいま一度考え

直してもらいたいなと思っているところなんですけれども、いかがでしょうか。 

○小倉審議官 ありがとうございます。 

 予防殺に対しても、今説明したとおりのような対応をしていきながら、また経営再開に

向けては、今おっしゃった互助基金の話もございますし、あと融資の話もありますし、ま

た衛生管理の強化のためのいろんな支援措置というのもありますので、農家に寄り添う形

で再開できるように手当てしていきたいと思いますし、今おっしゃった互助基金の部分に

ついても、今日ご意見として承っておきたいと思います。 

○松尾部会長 ほかにご意見ございますでしょうか。お願いします。 

○呉オブザーバー 牛豚等疾病小委員会のオブザーバーの、日本養豚開業獣医師協会の呉

と申します。 

 予防的殺処分ということで、非常に重い判断になると思います。万が一発生したときに、

迅速かつ適正な判断をしなければいけないということがありますので、やはりその地域地

域の事情をよく知っている臨床獣医師の関与というのが一つは重要だろうというふうに思

いまして、我々の協会の仲間であるとか、ＮＯＳＡＩの先生であるとか、もし発生した場

合は、そういう先生を、そういうタスクフォースなんでしょうか、そういうところに極力

参加させていただくと、勝手に約束はできないんですけれども、そういうことが必要かな

というふうに思っていますし、生産現場をよくわかっている我々のような獣医師もご活用

いただければというふうに思います。 

 それから、最終判断を下すに当たって、やっぱり疫学の専門の先生も入っていただくと

思うんですけれども、機会あるごとに平時から養豚場にも出向いていただいて、養豚の現

場を知っていただくということも大事じゃないかなと思って、そういうことに関しては、
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我々、協力はできますし、惜しみませんので、よろしくお願いしたいというふうに考えま

す。 

 以上です。 

○熊谷動物衛生課長 ありがとうございます。 

 昨日も参議院の予算委員会の農水委員会のほうでも、大臣からもご発言がありました。

まさに呉先生がおっしゃったとおり、予防的殺処分、個人の財産を、かつ健康、まっさら

な状態の家畜になりますので、その実際の実施に当たって、当然農家の皆さんはもとより

ですけれども、事前の段階から生産者団体、また行政機関の関係者全体の理解と納得とい

うのが大事だと思っております。この点について、丁寧にまた情報提供とあわせて、その

地域地域でシミュレーションといいますか、どういうふうに具体的に動けるかというもの

を、まさに生産者、また実際に現場を指導されている開業養豚獣医師の方々の協力も得な

がら、そういう作業に早く当たっていきたいと思います。備えという意味では、それぞれ

の地域で現実にどこに入ってもおかしくないというつもりで準備をしていく必要があると

思いますので、ご助言、またご協力をお願いしたいと思っています。ありがとうございま

す。 

○松尾部会長 ほかにご意見ございますでしょうか。 

 日髙委員、お願いします。 

○日髙委員 今、予防的殺処分が500m～３kmということで決められて、おおよそなるわけ

ですけれども、例えば都道府県なんかをまたいでした場合の─道はないですね。県を

またいだときの防疫演習とかいうのは、国のほうは県に対しては防疫演習はやりなさいと

いう話をされていると思うんですけれども、またいだ場合の合同の云々という話のやつは

どうなっているのか。 

 もう一つ、ＣＳＦの沖縄の疫学調査のほうが、ウイルスが同じという話を聞いておるん

ですけれども、疫学調査の委員の権限というか、例えば法的な権限はないと思うんですけ

れども、じゃ、その食料残渣の材料がどこから入ってきたのかまで踏み込んだ部分の調査

ができるのか、できないのかという……。そうしないと、口蹄疫のときもそうですけれど

も、今回のＣＳＦもそうですけれども、なかなか疫学調査が進まない。特に沖縄はあれだ

け飛んだところで出ている。疫学調査は結論をやはり出してほしい。遺伝子レベルの云々

じゃなくて、どういうものがコンタミされたことによっての発生かを、やっぱり私たちと

しては情報が欲しいと思っておりますが、その２点についてお伺いします。 
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○加藤委員 関連でよろしいですか。帯広市の加藤です。 

 野生イノシシの予防的殺処分を行った場合の死体の処理については、どのようにこれは

進めるのかは出ていないような気がするんだけれども、その辺、お願いします。 

○伴課長補佐 ただ今のご質問は、野生イノシシで陽性になった場合に実施する予防的殺

処分について、家畜防疫員がその周辺の農場の豚を、殺処分して、その死体の処理という

主旨だと思うんですけれども、そこの予防的殺処分を実施した農場の死体につきましては、

通常発生したときと同じように、基本的には埋却なり焼却ということになりますので、他

の病気が実際に発生したときの防疫作業と全く同じでございます。それでもし埋め切れな

い場合は、先ほど申し上げたような大型の防疫資材などを活用して実施するということに

なります。 

○加藤委員 イノシシも同じ対応でよろしいでしょうか。 

○伴課長補佐 イノシシというのは、飼われているイノシシという……。 

○加藤委員 いや、野生イノシシを予防的殺処分したとき。 

○伴課長補佐 予防的殺処分と我々が言っているのは、飼われている農場を対象に殺すと

いうことですので、野生のイノシシを殺すとか、そういうことではありません。周辺の野

生イノシシにつきましては、積極的に捕獲をして数を減らしていくということなので、そ

こで殺したものにつきましては、今、環境省とやっているような、配付資料でお配りした

参考資料６にあるような方法で適切に埋却なり、あるいは市町村の焼却施設とか、そうい

ったところを使って、ウイルスをほかにまき散らさないような防疫措置をしていくという

ことでございます。 

○松尾部会長 加藤委員、よろしいでしょうか。 

 ほかにご意見ございますか。 

○熊谷動物衛生課長 日髙委員のブロック、県、県境を越えた、これはとても大事ですが、

具体的にそういう場面も想定されますので、これまでもいくつかブロックでは地域一体に

なって、例えば殺処分の方法、移動式レンダリング車を使ったようなものも研修をやった

りしていますけれども、まさに今回のケースは、県境を越えて範囲をぽんと置いたときに、

県境がありますので、農政局単位、あるいはもっと小さいレベルでの隣県同士の協力がで

きるようには、実際に演習できるようなものを進めていきたいと思っています。 

 あと、もう一点、沖縄のケースでございます。これは非常にゲノムの関係で、かなり本

州で流行していたものとは一致している。海外から入ったものではない。ただ、さらにど
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れが原因となった食品、あるいは残渣かという、そこまでは特定できていませんけれども、

ただ、とても大事なことは、エコフィードが使われていて、それが加熱不十分、あるいは

生の状態であるとリスクがあるということは、これは飼養衛生管理基準の中でも、そうい

う意味で70℃、60分を規定して分けたわけですけれども、今回の事案からすると、やはり

エコフィードを使っている事業者、あるいは農場の場合は熱管理、時間、これをきっちり

かけないといけないということを、その対策をリスク管理としてしっかりやるべきことを、

まずは今周知しているところです。原因については恐らくお詳しいと思いますけれども、

侵入した時期のタイミングなどを考慮すると、原料となった食材等が残っているというの

はかなり可能性が低い状況ですので、我々としては、対策としてのリスク管理措置を現在

既に周知して、また全国の事業者の方々に、その利用に当たっての取り組みをお願いして

いるということでございます。 

 もし津田先生、何かございましたら補足いただければと思います。 

○津田委員 疫学調査自体が、別に警察権があるわけではないものですから、細かいとこ

ろの証拠をとって証明するということはなかなか厳しいんですけれども、もともと疫学調

査の目的が、ウイルスの侵入の原因がどこにあるかということを挙げて、それが防げるも

のはすぐ防いでいくということが目的ですので、今回は、これまでも言われていましたよ

うに、食品残さの生での給与、特に汚染された肉の非加熱の給与というのは非常に感染の

リスクがある。特にＣＳＦ、ＡＳＦについてはリスクが高いということは言われておりま

したし、今回も同じようなことが観察されたわけですね。また、そのウイルス自体が本州

での発生地域から行ったんだろうということからすると、恐らく国内で食肉処理されたも

のの中にウイルスが入っていたという可能性はあると思います。ただ、それが多く、かな

り大量に汚染されたわけではなくて、非常に少ないものだったかもしれないですけれども、

今回１例で終わっていますから。そういったことからすると、加熱処理を確実に行ってい

ただきたいということで今回出しておりますので、これでほか所でもそれが徹底されれば、

今回の発生原因についてはある程度対応できるのかなと思っています。 

 以上です。 

○松尾部会長 よろしいですか。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 それでは、ご意見ないようなので、事務局から説明いただいた内容にて、本部会及び牛

豚等疾病小委員会にて了承ということでよろしいでしょうか。 
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 ありがとうございます。 

 この諮問、答申の手続について、事務局よりご説明をお願いします。 

○熊谷動物衛生課長 ただいまご了承いただきましたので、議員立法が公布されるタイミ

ングに合わせまして、これは具体的に２月５日を目途に今作業を鋭意進めているところで

ございます。このタイミングで持ち回りで家畜衛生部会を開催させていただいた上で、本

案について正式に答申をいただきたいと考えております。 

○松尾部会長 ありがとうございます。 

 全体を通して、委員の皆様からご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 特にないようですので、終了させていただきたいと思いますが、事務局からは何かござ

いますでしょうか。 

○小倉審議官 それでは、最後にご挨拶をさせていただきます。審議官の小倉でございま

す。 

 今日は３つの議題、飼養衛生管理基準の見直し、またロシア２州のＨＡＰＩの清浄性認

定、また、このＣＳＦ、ＡＳＦの防疫指針ということで、熱心なご議論ありがとうござい

ました。今、課長のほうから説明したとおりの手続もまだございますけれども、速やかな

施行に向けて手続を進めていきたいと思います。 

 また、最近は、このＣＳＦ、ＡＳＦの話が中心になっておりますけれども、家畜衛生、

いろいろ課題がございますので、またこれからも引き続き委員の方々のご助言をいただき

ながら推進していきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。 

 今日はありがとうございました。 

○松尾部会長 それでは、これをもちまして、食料・農業・農村政策審議会第40回家畜衛

生部会及び第52回牛豚等疾病小委員会の合同会議を閉会させていただきたいと思います。 

 皆さん、ありがとうございました。 

午後０時０３分 閉会 

 


